
様式第1－2号

整理番号 ｜＜トーI
ﾉ

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7－｢7~｢Z1-:｢5~｢U~｢I1
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

＊

経費項目 願罰調･研修費

内 容 尾崎行雄記念財団会費

年月 日 令和千年千月 日~令和〈{-年3月 日 金 額 <f( 69円

会の趣旨.

目 的

￥

故尾l奇行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の簔見に寄与する。

会の活動

内容等
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調査研究のための政経懇話会開催や視察､研究会を開催
MPn閉佐竺ル;詞套1 _ オ戊鯲HI fnM碆裁害I害却土旱ｲf士ﾅ戸1身rn寺士霊

政務活動．

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる｡。
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物3早齢： ､j年3月整理番号8ﾗ/り参照
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※添付書類:団体の会則.霊･その他（ ） 』

耒幻や〔ﾉﾉ埋田

全て政務活動にかかる

ものである。

領I 又害金額(a)

牛､/67円

案分率(b)

／

/0D%

政務活動費支出額(a×b)

f/67円



一般財団法人尾崎行雄記念財団

当財団は､尾崎行雄の理念を基に､議会制民主主義の発展と世界平和に寄与すべ<1956年に

設立。「有権者啓発｣、「リーダー･人材育成｣、「調査研究｣、「被災地支援｣などを行っています。

(当財団は超党派の公益団体｡会長には衆議院議長が就任｡事務所は憲政記念館内に在ります｡）

「議会政治の父･尾崎行雄の精神を未来に繋ぎたい！」

コロナ禍と社会不安､厳しい経済情勢が続く今｡このような時代だからこそ尾崎行雄の信念や生き方

を世に広め､未来に繋いでいきたい－役員･スタッフー同､強く決意しています。

当財団の活動はすべて､賛助会員の皆様による年会費､また各事業への参加費､そしてご寄付に

よって支えられています｡何卒引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹蕊

【害堂整］

リーダー育成を目的に､尾崎行雄三女の相馬雪

香と共に立ち上げた｢害堂塾｣(1998年発足)。

毎月2回､政治･外交･環境､尾崎思想や人間学
などをテーマに専門家による講義を行っていま

す｡これまでに延ぺ650名超が卒塾。国会･地
方議会議員をはじめ､社会･地域リーダーとして

幅広く活躍しています。

蕊

二蕊

'関連団体後

管理･日米外

寅会を、グロー
円月旦』岸士ﾁー

汲ｊ
窄輔

;』／尾崎関連書籍の刊f

合政治､国際問題などを取I

議会』(1961年発刊)。国

Z図書館および国会･地方
主た‐匡崎粁雄著作の復亥

会図舌

議会諸
I 目目畠津

【途上国･被災地支藍』

謁連団体･NPOと連携し、

上国や被災地への生活

資･文房具の寄贈、記念

闇．子供たちの教育支援Z

行雄や議会蚊活

資料の収集･管

供､また､憲政記

里施設への資半

弼力を行っていき

誹垂鑑》

〒100-0014東京都千代田区永田町1－1－1憲政記念館内一般財団法人尾崎行雄記念財団

Email:info@ozakiyukiojp/TEL:03-3581-1778/FAX:03-3581-1856http://www.ozakiyukio.jp/



(鋪）様式第1－2号

』

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7－｢7m-:｢5TU~m
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

…采三 g-F/o

経費項目 願霊売買･研修費 ゞ

内 容 尾崎行雄記念財団会費

年月 日 令和3年含月／3日～令和 年 月 日 金 額 _〈-,9,9且円

会の趣旨.

目 的
故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する。

会の活動

内容等
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調査研究のための政経懇話会開催や視察、研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育、情幸醍供などの支援 ．

政務活動．

県政との ‐

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる．
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収言 金額(a)
－－

ffB 円

不ノJ－t－RUノ

／

/00%

1罐汪計譽寺隅室百r員×恥政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

よむ3円



ユダ･2/年3月が日

〒100-0

鶏I
垂疹f

二蓑勤善(個人会員） 会費納入のお願い

拝啓時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当財団の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在お納め頂いております年会費が8月までとなっております。引き続き
会員としてご支援頂ければ有り難く、勝手ながら郵便振替用紙同封の上、ご連絡させて
頂きました。

つきましては、恐縮ですが、

ﾜﾉﾕ一年8－月までの1年間

'〃，〃”〃． 円（ユーク

泊め下さいますよう主

当財団の活動（有権者啓発／人材・リーダー育成／調査研究／被災地・途上国支援）

は、すべて会員皆様の会費によって支えられております。

今後ともご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具

※すでにご納入頂き、行き違いで本状が届きました場合はご容赦下さい。

※ご不明な点などがございましたら下記までご連絡下さい。

、)桐、がお&2割し制砿ｸ幻､ゞ

Zizも夫獲でリバ

払瀧に七乃如ﾜ服､)
71z続又r叉桜" {rtZ､

イ秤勧〈お閥'”'億リ

0

一般財団法人尾崎行雄記念財団

事務局:■■■■■
'1,WL:03-3581-1778/FAX:03-3581-1856



様式第1－ェ号

支出証拠 書

整選 テ丙

苛言

目的
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県政との
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月

稟分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
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案分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)
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(締ノ様式第1－1号
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使途項目 サーチキー

ロ刀一[-「、 支出証拠 書
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古動賓の支出無

記入すること。

経費項目． 調査研究費w研修費･応癖･要蒜峠謂鱸･会議費･資料編蹟.資料騨費.事務費.弱翔漬.人件費

内 容 ~j,ﾒｲﾝ蘓鴎司壷:
年月日 令和3年Iﾌ月27日~令和年 月 日 金額 パオ〃円
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依頼人名
曲ワ
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支店
普通 5189475
力）ケイテﾞイーテ餓イーアイウ
鍜ゴミユニケーシヨンズ 様

012109016238ナカサ
ミチノリ 様

CD手数料
054－352－5641
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粟分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
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政務活動費支出額(a×b)
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鴬EPI｡ ご請求年月日2021年09月01日
〒424-0821

静岡県静岡市清水医相生町7－26

中沢みちのり事務所

中沢通訓様

株式会社KDDIウエブコミュニケーションズ
〒107-006Z

東京都港区南青山2-26-1D-LIFEPMCE南青山10階

お問い合わせ先 E-mail:accounting@[pi.ad.jp

華
砠 求 書

下記のとおりご請求申し上げます【電子決済(ｸﾚヅｯﾄｶｰ ･pay-easy)】､【銀行振込】いずれかの方法でお支払いください。

|－覇壼－~|「云蕊濡一~’

ドﾒｲﾝ名: nakP74wa-m.com

ご契約期間:2021年11月09日～2022年11月08日

Ｉ
矛
Ｉ
卓
Ｉ

昌 I

a銅
■＝■ ログ､■知､ｸﾞｱｰﾀﾛ ﾀゴ B rｰrピ凹凸y"』

ﾏｲページ(https://login・cpi.adjp/IDgin.php)にログイン後､請求一覧画面のく決済方法選択＞ポﾀﾝからお手続きください。

【銀行振込】

■振込先:三菱UFJ銀行横浜西ロ支店普通5189475株式会社KDDIｳｴプｺﾐﾕﾆｹｰｼﾖﾝスｶ)ｹｲﾃﾞｲｰﾃﾞｲｰｱｲｳｴプｺﾐｭﾆｹｰｼﾖﾝｽﾞ
※振込手数料はお客様でご負担ください。

O振込名義が請求先登録名と異なる､同誼請求が複数ある､複数の請求を合算でお蛭込みいただくなどの場合は｢お振込み前に」
ﾇｲﾊｰ”請求一覧画面のく振込明細ﾌｫｰﾑへ>ﾀﾝ､またはCPIﾎｰﾑぺｰジ<振込明細ﾌｫｰﾑ〉



様式第1－1号
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侭金項目 サーチキー

ロZローDm支出証拠書
舌ふIZC

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に

記入すること。

経費項目. 譲罰I究費･研修費･“資･霊謝瀞跡i･会議費･鯛胸繧･資料購入費.事務葺鞠嬬闘人儲費

内 容
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緊分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

‘ 領蛎 亨錨(a)

”､f07円

･鐸う率(b)
、／

/00%

政務活動費支出額(a×b)

_趣 タク 7円



(鋪ノ様式第1－1号
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使途項目 サーチキー
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※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に

記入すること。

経費項目. 諏郵暁費･珊直費…夢』霊調誇勵費･会誇･鯛ｲ露･鰯購入賢･事務費･事翻漬.人ft=

内 容 サ』一バー量-い ､ ・
’

年月日 令和3年Io月甦7日へ令和年 月 日 金額 |69o3
、
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使途 ｲ十一吾一 k{一畳ﾔﾃ）
卜

政務活動・

県政との．

関連性
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緊分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

， 領収書金額(a)

/6,?〃3 円

口

案分畠 E(b)

.／

/O0%

政務活動費支出額(a×jb)

/6､〃、タ 円



"cP,｡ ご請求年月日2021年09月15日
〒424-0821

静岡県静岡市清水区相生町7-26

中沢みちのり事務所

中沢通訓様

株式会社KDDIウエブコミュニケーションズ
〒107－0062

束京都港区南青山Z-26-1D-LIFEPLACE南青山10階

お問い合わせ先E-mail:accounting@cpl,ad.jp

主
月

一
三
口 求 書 口ﾛグ

下記のとおりご請求申し上げます【電子決済(クレジットカード･pareasy)】､【銀行振込】いずれかの方法でお支払いください。

ご不明な点がございましたら､メール(accounting@cpi.adjp)にてご連絡ください。

請求書番号

012109153809

ご請求金額

¥501160

お支払期限

2021年11月10日

【電子決済(クレジットカード･pay-easy)】
マイページ(https://login.cpi.adjp/login.php)にログイン後､請求一覧画面のく決済方法選択＞ボタンからお弔続きください。

【銀行振込】

■振込先:三菱um銀行横浜西口支店普通5189475株式会社KDDIｳｴブｺﾐﾕﾆケーシヨンズカ)ケイデイーデｲｰｱｲｳｴブ司冒可一.ケーシヨンズ
※振込手数料はお客様でご負担ください。

O振込名義が請求先登録名と異なる､同額請求が複数ある.複数の請求を合算でお振込みいただくなどの場合は｢お振込み前に」
マイページの請求一覧画面のく振込明細フォームへ＞ボタン､またはCPIﾎｰﾑページ＜振込明細フォーム＞
(httpsg//www.cpi・adjp/paymen卜化nn/)より､お支払い内容に関する情報をご連絡ください。

露蕊§扉霧

’ドメイン名: nak"7=wa-m.com

ご契約期間:2021年12月01日～2022年11月30日

篭を譲琴艤露蕊蕊…蹴費蕊蕊護蕊霧?蕊
サーバー費用

湧蕊薮霧溌蕊燕謁簿蛎醗:;尋舞蕊蕊譲癖髭…韓鐵諏蕊{毒…§蕊無
2021年12月01日~2022年11月30B ¥3,800 1 12 ¥45,600

＜小計＞

燕零噸諏砺霊霊
¥45,600

癖琴f蕊鳶鍾溌』惑溌葦藻 〈 ． ‘諸iIT擬瑚 』慰翰麓覧癖息蕊認！：蕊溌譲
＜合計＞ ¥50,160
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しみずかがやき塾の塾生募集について
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1)募集人数“...“先着1,000名(継続会員･新規会員含む）

2)募集期間 ･･･････2021年12月20日(月)～2022年2月21日(月）

3)申込み方法…･…郵便局の振込用紙にて

①氏名②男女別③年齢④住所⑤電話番号

⑥継続会員は融牛番号を記入

⑦受講料8,000円(但し夫婦の場合は15,000円)を振込む

4)振込先 －．…･00830-5-134272しみずかがやき塾揮営委員会

5)チケット(入場券)発送"…･･2022年3月末予定

●お問い合わせ しみずかがやき罰琿営事務局

TEL/FAXO54-353-6700(月･水･金10:00～12:00)



間2022．6．26～2023．1． 1

＝水文化会マリナート大ボール

13:30～15:0090 12:30
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猛史を学び、未来を読
弓子のよろな本当の壽
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しみずかがやき塾運営事務局

〒424-0835静岡市清水医卜清水町3－19 （ヤマダユニア内）
TEL･FAXO54-353-6700

※事務局員はボランティアの為、事務所に常駐しておりません。ご用の方は留守電又はFaxをご利用下さい。
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支出証拠書（各種団体年会費）
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特定非営利活動法人森は海の恋人定款

第1章総則
（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人森は海の恋人という。
（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を宮城県気仙沼市唐桑町西舞根l33番地1に置く。

第2章目的及び事業
（目的）

第3条この法人は、三陸牡礪養殖の主要地である気仙沼湾とそこに注ぐ二級河川である大川を舞台とし、 「森は海の
恋人」の理念のもとに、森・川・海の流域全体を一つの共同体としてとらえ、豊饒な海の恵みを将来に渡って多く
の人々が享受できるように、森づくり ・環境教育‘ 自然環境保全に関する三つの事業を国内外の団体と協力しなが
ら行い、人と自然が調和した豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。

.(塒定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特塞卜営利活動を行う。
（1）社会教育の推進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

（3）環境の保全を図る活動

（4）国際協力の活動

（5）子どもの健全育成を図る活動

（6）科学技術の振興を図る活動

（7）経済活動の活性化を図る活動

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）特定非営利活動に係る事業

．①森づくりに関する事業，

②自然環境の保全に関する事業

③環境教育に関する事業

④国内外の団体との交流を促進する事業

⑤前述の各事業に関する情報を提供する事業

⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

0

第3章会員
（種別）

第6条この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という｡）上の社員と
する。 。

(1)正会貝この法人の目的に賛同して入会した掴人及び団体のうち、法人の運営及び事業に参加するもの。 ・
総会における議決権を有する。

（2）賛助会員この法人を支援する目的で入会した個人及び団体。総会における議決権を有しない。
(3)その他の会員

2前項第3号に定める会員に関する規定は、総会で別に定める。

（入会）

第7条この法人に会員として入会しようとする者は､理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも
のとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけ
ればならない。



（入会金及び会費）

第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき。
（4）除名されたとき。

（退会） ､

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）

第ll条会員が汝の各号のいずれかに該当するに至ったときは､総会の議決によりこれを除名することができる。
の場合、その会員に対じ、議決の前に弁明の機会を与え鞍ければならない。
(1)この法人の定款等に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目.的に反する行為をしたとき。

こ

（会費等の不返還〉

第l2条既に納入された入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。

第4章役員及び職員
（種別及び定数）

第13条この法人に次の役員を置く。

(1)理事5人以上lO人以内

（2）監事1人以上2人以内

2理事のうち、 1人を理事長、 1人を副理事長とする。

匿任等）

第14条理亨及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び高ll理事長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当
該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含哀れることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ・るとき又は理事長が欠けたときは、珪事長があらかじめ指名した
順序によって､）その職務を代行する。

3理事は､､理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結杲、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

（4）前号の報告をするため必要がある場合には､.総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述ぺ、若しくは理事会の招集を請求
すること。

（任期等）

第16条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその
任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは､遅滞なくこれを補充しなければなら
ない。

（解任）

第18条役員が汝の各号のいずれかに該当するに至ったときは､総会の議決に
の場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

総会の議決によりこれを解任することができる。 こ

（報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2職員は、理事長が任免する。

､

第5章．総会
（種別）

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）

第22条総会は、正会員をもって構成する。

q鐸冒）

第23条総会は、次の事項について諺決する。
(1)定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）事業計画及び収支予算並びにその変更に関する事項
（5）事業報告及び収支決算に関する事項

（6）役員の選任等に関する事項

（7）入会金及び会費に関する事項

（8）事務局の組織等に関する事項 ．

（9）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
務の負担及び権利の放棄

(10)その他運営に関する重要事項

第50条において同じ｡）その他新たな義

（開僧

第24条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理宴会が必要と認め招集の請求をしたとき。

（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
（3）第l5条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）

第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招
集しなければならない。

8総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもつ-て、少なくとも総会の5日前
までに通知しなければならない。

（議長）

第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。



（定足数）

第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（議決〉

第28条総会における巖決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする｡：
2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって渓し、可否同数のときは、議長．
の決すると･ころによる。

（表決権等）

第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4総会の礒決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、

（議事録）

第30条総会の議事については、次の事項を記載した叢事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す~ること｡）
（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果 ．

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章理事会

鯖成）

第31条理事会は、理事をもって構成する。

確能）

第32条理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
（1）総会に付議すぺき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開働

第33条理事会は、欲の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を．もって招集の請求があったとき。
（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集） ・ ・

第34条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以ジ
れぱならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、
日前までに通知しなければならない。

その日から20日以内に理事会を招集しなけ

裁した書面をもって、少なくとも理事会の5

（議長）

第35条理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。

（議決）

第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



（表決権等） ・

第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は､あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する
ことができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、至事会に出席したものとみなす。
4瑳事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録)．

第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（1） 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること｡）
（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

(5).議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名.、押印しなければならない。

第7章資産及び会計
（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
（2）入会金及び会費

（3）寄附金品

（4）財産から生じる収入

（5）事業に伴う収入．

（6）その他の収入

（資産の区分）

第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

（資産の管理）

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（会計の原則）

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分）

第43条・この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算）

第坐条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の謹決を経なければならない。

（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経
て、予算成立の日･まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第蛉条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第47条予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが
できる。

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告書､収支計算書､貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は､毎事業年度終了後、
速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。



2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
（事業年度）

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨機の措置）

第50条予算をもって定めるもののほか､借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと
するときは、総会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）

第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、
かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

（解散）

第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産手続開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第53条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く｡）したときに残存する財産は、法第11条
第3項に掲げる者のうち、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て決定された者に譲渡するものとす
る。 ．

（合併ウ

第54条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
認証を得なければならない。

かつ、所轄庁の

第9章公告の方法
（公告の方法）

第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章雑則
（細則）

第56条この定款の施行に-ついて必要な細則は、理事会の議決を経て、逗事長がこれを定める。



附則

この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

１
２

理事長

副理事長

理事

理事

理事

理事

監事

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立広
る。

4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第響条の規定にかかわらず、 賃
のとする。

5． この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立のEから平
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、吹に掲げる額とする。

わらず、成立の日から22年3月31日までとす

二かかわらず、設立総会の定めるところによるも

成立のEから平成22年3月31日までとする。

(1) 正会員「年会費」

・ 個人 10,000円

・ 団体50,000円

賛助会員「年会費」

・ 個人3,000円

・ 団体30,000円

(2)
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団委員・隊長各位

ボーイスカウト清水8団橋本健治団委員長
ﾄ

登録費納入のお願い

昨年度は､コロナ感染症の影響でボーイ活動や地域

のお祭り等が中止になり､野外の活動が減って大変な
1年でしたが､少しずつ再開の方向で進めていきます。

に入金お

三口
pu

振込先 ＊清水銀行駒越支店普通預金
口座番号2113991

名義日本ボーイスカウト清水第八団

靜■■■■■■
＊お問い合わ

8団登録担当



様式第1－1号

支出証拠 書

（ ．△派久．釜呂呼々 r ］｡,T､少,－1百ﾋｰｺ ﾕｰ ､__ ． ． ． ．

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

経費項目
調査研究費.研修費･広聰広報費･要諦|靜勵費:会議費･資料侑婚･資糊訟費.事務費.塵爾詞.人件費

内 容
事務所駐車場代（ 千月分） ↓一一一L t－~弐一

年月 日 舗存3月番目~令和 年 月 日 金額 半霧も 円

目的 .政務活動事務所で使用する駐車場代

使途

ユ4力1口割一

県政との

関連性

＜､､貝IIX書俔占1寸荊畠＞ ，

１
－
乙((oメ

、
I Io

。
二
知
狸
〉
つ
聖
叩
進
鱒

髻
詞
且
く
ロ
『
ご
コ
四
。

‐
ぽ
い
ｅ
舵
踏
Ｕ
如
帥
匡
示

わ
侃
二
約
Ｕ
ハ
ツ
公
三
崎
四
康展
1」縄

仁
鴉
狽
ミ
パ
詞
田
圃
司
川

I

仁
誹
託
『
示
一
Ⅳ
晦
醒
窪
権
一
系
鵯

順

係

向

Ｆ

Ｈ

》

『

Ｊ

『

Ｊ

ｐ

Ｐ

ｌ

ｌ

ｂ

；

’

盗

聿

勺
■
四
勺
■
町
ｊ
拝
１
泊
，

冠
』
側
ｎ
百
Ｆ
Ｊ
姑
▲
■
凸
・
も
４
Ｆ
９
，
一

蝉：3弾属冒

騒
蝋
職

ご
Ｃ
Ｎ
ｍ
両
旬
、
ロ

鳥
壼
へ
洗
岬
い
ふ
侭
令
岬
く
淫
超

騨
嘩

の理由

活動と後援会活動

て緊分

』毎=疹自…､ｰノ

(oI Io 円

硬分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

､Zak蓼、 円



様式第1－1号

支出証拠書

（今派全．幸昌年々 r ，｡,ｧ、ノ,－1Fコーューーｰ ． ． ‐

熈
醐
謹
剛
与
醗
》
筋
鱸
泄

熈
醜
韓
墜
鰯
識
脳
錨
晒

』

Ｆ

更出がある場合 7）今更白蒋令塞乃7XM

記入すること。

経費項目
調査研究費･研修費･広聴膝蹟蕊綱靜溺･会議費質料ｲ鰄費･資糊茸入費･属謂.事務所費.人付責

内 容 冒詞2車ﾘｰｽ料(千月分）

年月 日 卜年子月6日-令和 隼 月 眉令和
金額 斗斗会K~､円

目的 政務活動に必要な白錬のﾘｰｽ

使途

政務活動.

県政との

関連性

＜頑収晉貝刮寸枠＞

１
１
１

蕊識篭蕊蕊r

案分の理由

政務活動と私用で案分

令百U▽言領収； 帯金額(a)

言､了lO g

喫分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

千千〈~K-
、 円



再リース覚書

契約No

契約日 2021年11月15日

賃借人（乙） 賃貸人（甲）

静岡県静岡市清水区入船町ユ1－1

E、 中日本バンﾘｰｽ株式会

代表取締役・谷津和孝

蒋住所

■:’費
壁____ー

甲と乙は、両者間に締結された自動車リース契約書（契約番号：

以下原契約という）のリース期間の満了日以降、下記条件によりリース契約を更新（再リース）

するものとします。ただし、下記に記載されていない事項は原契約の通りとします。

(1 ） リース自

車名

付属品

車両

使用場所

i] ｴ明細

スバル !

XV

2 . 0 1-L EYES IGHT

現状通り

登録番号 ■■■■■ﾛ■■ ﾛ■■■■■■

車台番号 ■■■■■■■ ■■■■
型式 DBA-GP7

初度登録 20 1． 6年 エ月

謝司騨岡W精水野瀞丁7－ユ8

輔蒻雷ll

(2 ） リース料に含まれる費用

費用項目
(○は含む）
(×は含まず ）

×
×
○
×

自賠責保険料

自動車重量説

自動車税 全期間
環境性能割

×
×
×
×

登録諸費用
車両代金

自動車保険
メンテナンス・サービス費用

×
×

固定資産税
動産総合保険

(3) リース期間

期間 ’ 1 2ケ月 ｜開始日| 2022年（令和04年) 1月14日

（4） リース料および消費税額

一回当り
(月額）

税抜リース料

消費税

合計

円
円
円

０
０
０

０
１
１

１
８
９

８
８

前払

税抜リース料

消費税

合計

円
円
円

＊
＊
＊

＊
＊
＊

＊
＊
＊

（5） リース料の支払方法

支払方法



項
露
形

い感覚的現象1

決像・音響機器

更にかかる費斥

てのメンテナン

る自動車本体及

、各種添加剤’

ン・工具・ジキ

険事故修理代

掲･実に紀閃十房

に影響のズ

通信機器、

車の原状Z

品等につW

変化等に臼

イノレα

裁繕妙

①機能

②各種

③自動

④架装

⑤経年

⑥ウォ

特約を結ばない場合のその修垂

架装品等の腐食・老化・退色の

整備等

理又は復元の費用

ジェター洗浄剤禁 受び名-種用品

の免

⑧故

⑨使

⑩自

り
て

理
及

用
処
さ

貢
献
更

意又は重大

羽上の不注

励車券傅用

費用

眉失專

ユツク ･螺

，休拳描信

お客様梓消費税率が変更された場合、税法所定の税率が適用されるものとします。

（ ７ ） 自動車 保 険

＊
＊

坐
千
一
十

少
年
》
午

一
‐

1
.一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一－一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一ーーーー一一－一一一一一■一一一一_■一一_一一一一

･車両保険金額は車両標準価格表に基づき甲の定める金額とします。 上記免責金額はノンフリート等級別料率の変動

および自動車保険制度の改定等により変動する場合があります。その場合には保険会社の規定に従うものとします。
･リース期間中の自動車保険料は、 リース契約時の割引・割増率及び車両保険料率クラスで計算されています。
･上記保険に関する特約欄に特記しない限り、 自動車保険契約の保険期間は原則として1年契約でリース期間中更新

するものとします6

･その他自動車保険に関する取り決めは、保険会社の約款および取り扱い規定に従うものとします。

保険会社

代理店

保険種類

等級

ﾘｰｽ0P多割

危険物割増

保険金額

人
物

対
対

対物免責

人身1名

人身1事故

搭乗者1名

搭乗者1事故

車両保険
保険種類

免責ゼロ特約

特約

（8） 付随条項

‐ ソーハ云川i。麺|同｣11刈」脾寸vソ狸1丁I山函『≠ェ上り耳’ UU噂1 Jニレへ云函､v〆樟ノJ1山跨ぐｰ菅一一千塀『一、

甲乙間にてリース料とは別に現金をもって精算するものとします。



様式第1－1号

二画画

支出証拠 書

Ｌ
Ｆ
Ｌ
津
ウ
ー
Ｌ
口
Ｆ
Ｉ
Ｌ
ｆ
Ⅱ
Ｌ
・
テ
ロ
Ⅱ

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率吸び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ． ． ．

華理番号

経費項目 調査職費･研修費･広聴広報費･雰調誇勵費･会議費･資紺賊費･資料購入費･犀笥･事弼T費.人付費

内 容 ｺピｰ機ﾘｰｽ料(千月分）

年月 日 令和く粋4月7 日ペ令和 年 月 ．日 金額 4,968円

目的 政務活動に必要なコピー機のリース

使途

政務活動.

県政との

関連性

、畢窄停吋【婚国》巳一審やロ一宇一琴二守口】阜叱ヨ》畢一●寺・■ゴマ▲口呈口』守一千、■■ⅡｌⅡⅡ凸・・ｑ・・・
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■

■

■
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Ⅱ
１
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母
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■
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酌
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‐垂Pヨロ戸口■ーー･一口画

蕊灘蕊巽蕊難に‐

浄
嘩

の理由

活動と後援会活動

で累分

領収書金額(a)

9,936 円

稟分』 K(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

4,968円



様式第1－]-号

「＝喜一｢卒言T同

支出証拠書

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊謝誇癖･会議費･資料ｲ賊費･資料購入費･匿詞･事務所費人件費

内 容 携帯電話代(au ～ヲ月請求分）

年月 日 令和守年千月(I 日~令和 年 月 日 金額 7/'f円

目．的 政務活動に使用する携帯電話代

使途

割
の

病
と

蝿
蝿

関連性

､、1現Mx言只ロ'1,｣特=？〃

一
茎
『
ユ
’

葦員番号

金融機関名

通帳記号上
『]‘座名義

~25,0割て

ネヵ Uﾉ』壬画・
、

政務活動と私用で累分

頁収書金額(a)

'千3上-？ 円

藩う： 1(b)

1／2

％

政務活動費支出廿額(a×b)

7/ファ 円



様式第1－1号

鑿理番号

使途項目 サーチキー
支出証拠

回Ⅲ一回~[5~｢Z1
書

]％(税込･税扱)金召唱 蓉圃

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

経費項目 調罰院費･研修費･唖重園･蕊調識轆･会議費･資料{鰔費･資料購入費.事務費.誘銅漬.人件費

内 容 ホームページ管理・更新料（ 斗月請求分）

年月 日 令和千年司皇月に日~令和 年 月 日 金額 |gpoC円

目的 県政関係の情報や政務活動の情報を報告する。

使途 ホームページ管理・更新fl

政務活動

県政との

関連性

ホームページを通じ、県政の情報や政務活動の状況を広く県民に報告する。

案分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

i三○○○
l L 円

累分率(b)
／

100 %

政務活動費支出額(a×b)

I 30cO～ 円



様式第1－1号

’ 整理番号1: く¥一一- 13

支出証拠書

(会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 中澤通訓）

案分の理由 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動にかかる ／

ホクOo より"′円ものである。 円

経費項目
'幽笙ZI二姿ノ 'ﾂ! '些星 ′員'wuv且T陛且 』灘､Mn"､1,m凹型』只今l城風'八参劃''~1 1｢ｿ…認犀''~!"含'ハジ副 手"』異手司ﾉg"1歩乱ハ! '異

内 容 蒲ﾄ束べ童劾籟逼-Wp念迄α[I青顎麦こ決
年月 日 ら千年千月LS日～

f

年 月 日 金額 lS-5-Eo 円
‘豆

目的 や(芝ｵﾌ種D啄諺I常遙葬陽iﾌ金一公星走にﾌ' ､r
使途 会貴 ｜豹味一完j空の |・ひ)芝謹

呈詩
堅旬力1口割

県政との

関連性

少ろｨ之一公や'ZJ､酎幼鐸体弔!WI Iのま皇室

端犀之言捌謀'ゞ狸腿する…～
毛= ■〆、″、ー〃▼Hq 守 U d T

別紙のとおり

/りり％
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令和4年4月I5日

様

金,6,:000円

但 情報交換会会費

上祀正に領収いたしました

清 匝幼稚鼠謬舅
ﾉ

ノ

〃

〆

、 ｝

翻漁：中澤通訓 雛食を伴うため5,000円のみ充当ずろ



令和4年3月10日

清水区私立幼稚園協会

顧問議員様

清水私立幼稚園協会

会長高塚匡宏

令和4年度

清水私立幼稚園協会意見交換会の御案内

初春の候、顧問議員の先生におかれましては、ご健勝でご活躍のこととお慶
び申しあげます。

平素は、静岡市私立幼稚園連合会並びに清水私立幼稚園協会のために、大変
なご理解とご協力を賜りまして、会員一同感謝致しております。
さて、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、意見交換会を自粛して

おりましたが､久し振りに皆様との会を開催したくご案内させていただきます。
公務ご多忙のところ大変恐縮とは存じますが、御同席いただきたくご案内させ
ていただきます。

清水区の子どもの利益のため、先生方には引き続き御支援を賜りますようお
願い致します。

記

【期 日】 令和4年4月15日 （金）

【時間】 午後 6時30分

【会費】 6， 000円

【会場】 清水区富士見町なすび総本店
B352-1006

誠に勝手ながら、別用紙でご出席をご確認させていただきます。
FAXで4月8日 （金） までに八坂幼稚園へご連絡ください‘

八坂幼稚園 FAXO54 (367) 0336

深澤陽一様

中澤通訓様・林芳久仁様・盛月寿美様・望月香世子

山根田鶴子様・寺沢潤様・宮城島史人様

衆議院議員

県議会議員

市議会議員

ご案内者



様式第1－1号
･ 『

支出証拠 書

（合流父．言裳呂犀々 とT･,ｧ､ノ,ーi百一ユーー 録 ， ．一

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞ牙l該当欄に

記入すること‘

経費項目
調査研究費･研修費･"鯨広報費･野繍誇爾費･会議費･鋤鍼費･資料購入費･事務費.属涌胃.人#費

内 容 光熱水費(電気代･Ck道代・ ）

年月 日 令和ご -隼令(君同~令和 年 月 日 金 額 三三ﾄ-6c十円

目的 政務活動事務所で使用する光謝く費

使途

関連性
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様式第1－2号
喜

支出証拠書（各種団体会費）

議員氏宅

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ
ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 願罰調･研修費

内 容 異業種企業交流「白雲会」会費

年月 日 令和千笄千月'?日~令和 年 月 日 金 額 so三三○ 円

会の趣旨．

目 的

会員の物心両面にわたる進展と資質向上及び地域社会のより良き発展を願い、異栗橦

との交流を図り、それぞれの人格を磨くための講演会、セミナー等を催しマネージ
メントとしての人間造りを目的とする。

会の活動

内容等

①定例会

②研修会の開催

⑨企業交流会の開催他

[務活動。

↓政との

ﾖ連性

改善に役立てる。
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累分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

30､330 円

累分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)
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今
云 会白

一
雫
一
言 則●

第1条名称及び事務局

本会は白雲会と称し本部を静岡市駿河区広野4-30-6に置き、

．事務局を随時設置する。

第2条目的

本会は参加する会員の物心両面にわたる進展と資質の向上及び地域社

会のより良き発展を願い、会員相互の親睦と体力の維持を軸とし、更

に異業種との交流を図り、それぞれの人格を磨くた･め講演会、セミナ

ー等を催しマネージメントとしての人間造りを目的とする。 ．

第3条組織

①会員

本会の目的に賛同する企業及び個人で、役員会で有資格者と認められ

たもの。

②新入会員

新入会員の承認は、 4月、 10月の年2回とする。

．③役員

本会に次の役員を置く事が出来る。

・会長1名・副会長1名・幹事若干名・会計若干名・監査1名、なお

必要に応じ相談役を置く事が出来る。 、

④役員の選出及び任期

役員の選出は役員会の推薦により、総会で承認を得るものとし､任期

は2年とする白但し再任を妨げない。

⑤退会（会員資格の喪失）

本人の届出、又は会則に違反した場合、役員会の審議による。

･第4条．経費及び会計年度

①会費

本会の運営経費は会費をもってこれに当てる。会費は企業及び個人一

単位に付き基本1口（1年間) 30, 000円とする。

途中入会の方は、入会承認が4月、 10月のためそれまではビジター

とする。 （会費は当日の実費を徴収する）

②会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第5条事業

本会の目的を遂行するため次の事業を行う。

①定例会

偶数月を基本とするが、他の事業と重複しての開催もある。

②研修会の開催



全会員参加による経済、行政に関する講演会及び情報交換会（不定期）

③企業交流会の開催

各企業を対象とし、異業種間の技能及び経営情報等の交換会（不定期）

④親睦会の開催

全会員を対象とし、相互の交流と親睦を推進する。

会議

①総会

毎年1回定期的に開催し、事業及び会計の経過報告と役員承認等事項

に付き議決する。

②役員会

隔月に定例会を開催し、本会運営に関する必要事項を討議推進する。

また役員会は年度最終回までに役員選考及び推薦を行う。

③議長

前記①、②項に関する会議の議長は、会員の中より選出されたものが

その任に当たる。

慶弔金

会員に慶弔が生じた場合は役員会において協議し決める。

会則の改廃

この会則の制定、改廃は総会の承認を得て行う。

第6条

_第7条
、

ざ第8条

付則（施行）

この会則は平成4年4月1日から施行する。

この会則は平成19年4月9日から一部改正実施する。

この会則は平成21年4月6日から－部改正実施する。

この会則は平成23年4月25日から－部改正実施する。

この会則は平成29年4月3日から一部改正実施する。

*お願い＝会員は、名簿の記載事項に変更があった場合や慶弔に関して、

個人又は他の会員の情報を知りえた時は幹事まで速やかにご連

絡下さい。

ﾛ

申●



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

旨・議員氏名』
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第1章総則

（名称） 、

第1条この法人は、特定非営利活動法人清水障害者ﾂﾅポートセンターそら（以下「法

人」 という｡） という。

（事務所）

第2条この法人はく主たる事務所を静岡県静岡市に置く。
＄

．第2章目的及び事業

（目的）

第3条どの法人は、障害児・者及び介護を必要とする方糞とその家族に、総合的な福祉

サービスを提供していくごとにより、地域社会で自立し、心豊かに生活できるよ.う援助

することを目的とする。

○、

（特定非営利活動の種類)。 、

第4条この法人は、第3条の.目的を達成するため<特定非営利活動促進法（以下「法J

という｡）第2条別表のうち、次に掲げる種類の活動を総合的に行う。

（ユ）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

．（2）まちづ.く-りの推進を図ろ活動

’ （3）人権の捧護又は平和の推進を図る活動

（4）子どもの健全育成を図ろ活動 ．

（5）情報化社会の発展を図る活動

（6.）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡､､助言又は援助の活

動

ー二

→

○

（事業） ‘

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行・

う。 ． .

（ユ）会員制による有料介助者派遣及び福祉有償運送の事業 ．

（2）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託相談

支援事業

（3）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談

・支援事業 ．

（4）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉

－1－



サービス事業

（5）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく｡障害者移

，動支援事業

.（6）介護保険法に基づく訪問事業

（7）介護保険法に基づく第ユ号訪問事業

（8）介護保険法に基づく居宅介護支援事業

（9）児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

(10)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

（11）その他、この法人の目的を達成するための事業

ト

r~、 第3章会員 ・ ・

（会員の種別）

第6条この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

， （1）正会員． この法人の目的に賛同して入会手続きを完了した個人及び団体

． （2）賛助会員．この法人の事業を賛助するために入会手続きを完了した個人及び団体

、

（会員の入会）

第7条この法人の会員として入会を希望する者は、理事長が別に定める入会申込書によ

り、理事長へ申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければ

ならない。 ・

2理事長は、前項の者の入会を認め鞍い時は、速やかに、理由を付した書面をもって、

入会申込書に記入してある本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

》
菫

■■

Ｆ

－
Ｊ
Ⅱ
１ （会費）

第8条会員は、理事会において定めた年会費を法人に納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条この法人の会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪

失する。

（1）会員が退会届を提出又は退会の意思を理事長へ伝達したとき

（2）会員本人が死亡し、又は、会員である団体が消滅したとき

（3）年会費を継続して1年以上滞納したとき ．

（4）除名されたとき

(会員のﾗ澤）

-2－



第ﾕ0条会員は、理事長に対し、退会届の提出又は退会の意思を伝達することで、任意に

退会することが看ぎる。

（会員の除名）

第ｴ1条会員が孜の各号のいずれかに該当するに至ったときは､.総会の議決により、その

・会員を除名することができる。この場合、その会員に対し､､議決の前に弁明の機会を与

えなければならない。 ． . ，

（1･）この定款及び各種法令等に違反した.とき． ． ：

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

“出金品の不返還）

第12条この法人は、すでに納入された会費及びその他の拠出金品は返還しない。 ○…

第4章役員

（役員の種類及び定勤

第ユ3条この法人に、次の役員を置く。

， （1）理事長 1人

（2）副理事長ユ人以上 ″

（3）理事（理事長及び副理事長を含む） 5人以上

（4）監事 2人以上

一F

（役員の選任等）

第ｴ4条この法人の理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は､･理事の互選により決定する。

3監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 ・

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5役員のうちには、それぞれの役員について､.その配偶者若しくは3親等以内の親族が

ユ人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の給

数の3分のユを超えて含まれることになってはならない。

○

（役員の職務）

第ｴ5条．この法人の理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し､理事長があらかじめ理事会の議決を経

て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し､､理事長が欠けたと

きはその職務を行う。

句

一コ・ロ



3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の巖決に基づき、この法人の業
務の執行を決定する｡ 、

4監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況寺藷すること

（2）この法人の財産の状況を霊すること

（3）前2号の規定による監査の結果､ ､この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

・ 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は所轄庁に報告すること

（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること

､戸、
I 1

（役員の任期等）

第16条この法人の役員任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残
存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこな
わなければならない。

＝

.(役員の欠員補充）

第17条この法人の理事又は監事のうち､その定数の3分のユを超える者が欠けたときは噸
遅滞なくこれを補充しなければならない。

Ｊ

■
０
１
Ｉ

（役員の解任）

第．18条この法人の役員が汝のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、

その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機
会を与えなければならない。

（ユ）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

殴員の報酬）

第19条この法人の役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ
る。

2 この法人の役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
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『

3前2項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章総会

（総会の種別）

第20条との法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とす-る。

I

（総会の構成）

第2ｴ条この法人の総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第22条この法人の総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する｡． ．

． （1）定款の変更 ．

（.2）解散

． （3）合併 ．

． ．（4）事業報告及び決算

（5）役員の選任又は解任、並びに職務．．

（6） ･会員の除名

（”）その他この法人の運営に関する重要事項

○

（総会の開催） ． ，

第23条この法人の通常総会は、毎年ユ回開催する。

2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（ユ）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき ．

（’2）会員総数の5分のユ以_Eから会議の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったどき ．

（3）第15条第4項第4号の規定により．、監事から招集があったとき ．

○

．(総会の招集）

第24条この法人の総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は､ ､前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨

時総会を招集しなければなら鞍い。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した書面により、

少なくとも5日前までに通知しなければならなし．､。

I

(総会の議長）
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第25条この法人の総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足鋤

第26条この法人の総会は､正会員総数の2分のユ以上の出席がなければ開会することが
できない。

（総会の議決）

第27条この法人の総会における議決事項は､第24条第3項の規定によりあらかじめ通

知した事項とする。ただし､､議事が緊急を要するもので、総会出席者の3分の1以上の

同意があった場合は、この限りではない. ｡

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによるb'一、1

（総会の表決権等）

第28条正会員の表決権は、平等獲るものとする｡． ．

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決し､若しくは他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。 、

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条及び第29条第2項の適用

については、総会に出席したものとみなず。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

卓

、

□■

（総会の蓋事錨

第29条この法人の総会の議事については､孜の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。 ．

． （1） 日時及び場所 ．

（2）正会員総数及び出席者数（書面等表決者又は表決委任者がある場合にあってはそ

の数を付記すること｡）

（3） .審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

〈5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会謹において選任された議事録署名人2人以上が記名押印
又は署名押印しなければならない。

3・ 前2項の規定に係らず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし

たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した

Lﾉ
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議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（2） .前項の事項の提案をした者の氏名又は名称

（3）総会の決議があったものとみなされた日

（4）議事録作成に係る職務を行った者の氏名 ．
〆

第6章理事会

（理事会の構成）

第30条この法人の理事会は、理事をもって構成する。

○｡ (理事会の権能)．

第3ｴ条この法人の理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1） ･総会に付議すべき事項． ．

（2）事業計画及び予算の決定並びにその変更

． （3）総会の議決した事項の執行に関する事項

（4）役員の報酬

（5）年会費の額

（6）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡）その他新た

な義務の負担及び権利の放棄

．（7）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

一
年

（理事会の開催）

第32条この法人の理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡．

． （1）理事長が必要と認めたとき

． （2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面によ.り招集の

請求があったとき

（3）第ユ5条第4項第5号の規定により、監事から理事会の招集請求があったとき．

○

（理事会の招集）

第33条この法人の理事会は、理事長が招集するも

2理事長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か

ら15日以内に理事会を招集しなければならない。

3． 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した書面等によ

り、開催日の少なくと･も3日前差でに通知しおければならない。
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（理事会の議長）

第34条この法人の理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の定足勤

第35条この法人の理事会は、出席理事の総数が理事総数の2分の1以上なければ開催す
ることができない。

（理事会の議決）

第36条この法人の理事会における謹決事項は､第33条第3項の規定に.よりあらかじめ

通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同
意があった場合にはこの限りではない。

2理事会の議事は、出席者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す．
るところによる。

r－1

（理事会の表決権等）

第37条この法人の理事会における各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため､､理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面等をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、第32条第2項及び第38条第ユ項第2号の適用
については、理事会に出欠したものとみなすざ

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。 ‐

幸
一

ミ

（理事会の議事録）

第38条．この法人の理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
ばならない。 ．

. ｡ （･ﾕ） 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面等表決者にあたってはその数を付記す
昌こと｡）

（3）審議事項

（4）詮事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の記名押印
又は署名押印しなければならない。

(_》

鉛
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第7章責産及び会計 一

（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産 ．

（2）会費

（3）寄附金品

.． （4）資産から生ずる収入

． （5）事業に伴う収入

． （6）その他の収入

（資産の区分）

第40条この法人の資産は、これを特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 ○‐

（資産の管理）

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別

に定める。

F

（会計の原則）
0

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
一F

（会計の区分）

第43条この法人の会計は、これを特霊仁営利活動に係る事業に関する会計とする。

（事業計画及び予算）

第坐条この法人の事業計画及び予算は､､理事長が作成し、理事会において議決を経なけ

ればならない。

○
』

（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは､ ･理

・事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出

ナることができる。

2前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支由とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができ

る。
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2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の変更)． 、

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは､理事会の議決を経て､既定予算
を変更ずることができる。 ． ‐

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告書､活動計算書､貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

・書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成しへ監事の監香存経たうえで､総会

において議決を経なければならない。

2決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配して
はならない。F1

（事業年度) ． ．

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

凸毛

』

。

第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更） ・

第50条この法人の定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の過

半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は、所轄庁の
認証を得なければならない。

（解散）

第51条この法人は、次に掲げる事由によ‘り解散する。 、

（1）総会の決議 、

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）.正会員の欠乏 。

（4）合併

･ （5）破産手続きの開始

（6）所轄庁による設立認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾
を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは､所轄庁の認定を得なければならない｡ ･

4この法人が解散したときは、理事が精算人となる。

l. '
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（残余財産の帰属）

第52条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡）したときに残存する財産は、

法第ユユ条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に

譲渡するものとする。

（合併） ．

第53条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、力?つ、所轄庁の認証を得なければならない。 、

第9章公告の方法

（公告の方法） ． ．
. Q

第54条この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。た

だし､法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については､内閣府NPo法人ポ
ータルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。

○

ヂ

第10章事務局

（事務局）

第．55条この法人の事務を処理する事務局については、理事長が別に定める。

ロ
ザ

第ﾕｴ章雑則一

（細則）

第56条この法人の定款を施行するに関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。

○．

附則 ．

エ この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2本会の設立当初の会費は、第6条第4項及び第48条第2項の規定にかかわらず、次

に掲げる額とする。 ．(工） 一般会費（年銅 ‘ 個人 ユ, 000円

（2） 賛助会費（年額） ． 、 個人 ,3p OOO円

団体ユ0, 000円

（3） ホツトハート会費（年詞個人 2IOOO円

3本会の設立当初の役員は、第10条第ユ項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員
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名簿のとおりとし、その任期は、第ユ2条第1項の規定にかかわらず、本会の成立の日か
ら平成エ5年5月3．1日までとする。 、

4本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会
の定めるところによる。

5本会の設立当初の事業年度は、第型1条の規定にかかわらず､本会の成立の日から平
成14年3月3･L.日までとするd ･

附則 、

第5条における事業の追加は、平成エ5年9月2日より施行する。

附則

第2条における事業所所在地の変更及び第5条における事業の追加は、平成エ8年9月6
日より施行する。

r~）

附則 一

第5条における事業の追加は、平成18年11月20日より施行する。

附則，

第ユ6条における役員の任期等における変更は、平成20年9月･工0日より施行する。

L

卜
乱

附則

法人定款における全面改定は平成24年ユ0月30日より施行する。

附則

第5条における事業内容に改定については、平成25年8月22日より施行する。

附則

第．2.2条総会権能･第3エ条理事会権能の変更､第30条字句訂正､第39条･第40条；
第45条・第46条の法改正に伴う変更は、平成26年8月7日より施行する。 ‐

附則

第5条の事業内容の改定､第9条の会員の資格の喪失及び第10条の会員の退会、第54
条の公告の方法における変更は、平成30年8月ユ／ 日より施行する。

９
１
■

・
〆
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様式第1－1号

支出証拠 書

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること｡ ．

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調誇溺･会議費･資料{賊費･資料購入費･扉司･喜藩所費･人件費

内 容 事務用品代（。ご‐･わ－|､ﾘｼﾝ､） ）

年月 日 令和守年千虚心日~令和 年 月 日 金 額 |吟○重、 円

目的 政務活動に使用する事務用品
、

使途

政務活動・

県政との

関連性．

く領収書貼付枠＞

I

◇
二
扣
狸
〉
つ
聖
仰
雌
穐
・
ぺ
ゅ
ｅ

砦
一
因
く
ロ
。
〉
ヨ
由
・
や
侃
一
↓
弛

蝉
鴉
狽
会
〆

’
告

i｣鵬

ing
AJ1」

遥押

＝肋
鱈匡

凹忘

咲長
1J輻

里
晋
旺
雇
Ⅶ

■

Ｃ
ｍ
ｍ
罰
【

回
な
暖
房
Ｍ

〕
。
ご
ロ
ゴ
ロ

国
亟
酔
哩
言
い

劇
蝉

り
Ｅ
』
串
弓
日

午
．
白
ヨ
コ
コ
な
｜
凹
一
毎
号
ｇ
’

Ｒ
○
胞
倶
画
一
可
■

Ｃ
Ｏ
一
宮
‐
亡
守
捉

目
楓
一
喉
目
隆

こ
こ
卜
こ

里
劇
召
喝

』

α
Ｏ
Ｏ
Ｃ

仮
浪
邪
唄
浬
悪
与
崎

」
ｌ
ｎ
答
冨

ロ
鶉
悪
蝿
繕
細
辨

『
ト
奇
Ｃ
Ｎ
ｍ
ぬ
ぐ
い
ロ

弾
ｍ
ふ
ぐ
為
壼
「
稀
”

い
ふ
宍
令
『
Ｃ
Ｇ
卜
、
ご
「
１
国
亟
専
く
淫
垣

弾｛
毎
ト
ロ
ド
パ
毎
為
酋
へ
負
蝿
く
畳
淑

寸
Ｃ
苛
め
か
、
『
嘱
沖
叩
弥
倒
ロ

仁埋

環悩

侭屋､nl､W

坦塁撒く
抹‘《Q倒晨

ll1今ロ服

緊分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/α”ざ円

案分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/4jp#円
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静岡県静岡市清水区相生町7-26

ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ3F

中沢通訓事務所御中

2番1号

－2－3ユ

ー10－14

9名古屋支店 T477-8831愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目67番地1
口広島支店〒733-8812広島県広島市西区己斐本町2丁目12－30

口北九州支店〒802-0064福岡県北九州市小倉北区片野4丁目3番7号

口長崎支店 T851-0333長崎県長崎市矢上町32=22号

口鹿児島支店T89f0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目3番5号

口仙台支店〒981-9913宮城県仙一台市青葉区昭和町5－5

口札幌支店T060-0977北海道札幌市東区北7条東3－28－32

口福岡支店 T899-0773福岡県福岡市西区周船寺2－9－12

フリーコール:0120-999-421

お客様コードNo.

■■■
お振込先

三井住友銀行しらゆり支店

口座名義株式会社ﾙﾈｯｸｽプﾛﾃｸﾄ

(普通） 1593404
御振込手数料の御負担

お願い申し上げます。

毎度ありがとうございます。

下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額 御入金額 繰越金額 今回御買上金額 内消費税額

0 0 0 10,120 10,120

伝票日付 伝票NQ 品 番 ・ 品 名 数量 単位 単 価 金 額 備 考

03．30 4074

《中蝿訓識所

AF-DOA611

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ519n(CANoN)

消費税

毎度ありがとうございます。

<く伝票計>＞

【課税10.0％税込額】

【内消費税額】

酉
↓

I)》

個 9,200 ０
０
０
０
０

０
２
２
２
２

２
９
１
１
９

９
仏
ｕｌ１

1729373-9



様式第1－1号

ｰ： ‐~… . “ :. ．使途項目 サーチキー

[工エコー｢T-｢］ 支出証拠 書

（今派楽．拳昌.犀,ヶ . F T.,ｧ､ノ,－1画－=___ ． ．

一
α
十
＄
マ
典
十
’
一
斤
け

い
Ｉ
Ｃ
Ｎ
一
つ

山
抄
仰
穐
骨
国

班
更

－ワ渭

国津
寺＞

ヨ

r－ －ト
恭

卦dh

． ヂ呉幽

邑園忙
dH I!回乳
寡骨畦
とm田

等岡県駿東郡清水Ⅲ

ヨ ー 昭4

領収書等の金額､按分率及て睡務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に※按分による支出がある場合は、

記入すること。

轄理番号 手－I9

経費項目
〔華費･研修費･‘輔鱒R費･嬰諭熊稀動費･会議費･資料ｲ嗣潰.齢陶費.事務費.事翫磧 人件費

内 容 平齢!､ | '気圏の壼挿(?っ' 1-空(忽琴毎

年月日 令和tf年〈ﾅ月2_p日~令和年 月 日 金額 /S7○ 円

目的 r茜-亡uﾍや上，‘） ラ
っ'ゞ 彦Z_塁｣蘂（

‘－〃f[(z－グミ今

工企斗亡冒筒五一）
子T'夢|'V7YT.Lﾁどに

′

使途
冨

煎苣
鵠
‐

』

恥

一

■

、 ⑲ギヤ全

繁分の理由 ．

全て政務活動にかかる
士､m示渥ス

‘ 領収書金額(a)

/､す7〃 円

ﾈﾝｺ竿mノ

,／

／りり％

政務活動費支出額(a×:b)

/{47〃円



様式第1－1●号

． ｰ: ‐…….ゞ :,侭金項目 サーチキー

[工エコー｢T-｢] 支出
菫
E三ヨ証拠

（今派楽．琴:昌津々. r 1.,,,〃,－，百＝ﾕｰｰ．

皿

Ｎ

戸

叶

ｃ

Ｎ

望

Ｏ
Ｕ
ｘ

寒
浸
押

冊
〈
画
一

咽』「

ｃ
Ｆ
寸
刻

ロ
ト
の
阜
戸
計

、
姻
津

⑲
、
昨
国
○
一
．
、

宗
１
便
心
Ｃ
－
ｏ
ｍ
Ｃ
ｏ
ｌ
い
↑
耐
巾
静
塵
芦

の
－
１
⑱
－
１
Ｎ
震
凶
丹
促
四
扣
叩
壁
足
岬

導
猟
精
篝
雷
掴
園
惚
將
田
且

挿
臼
畷
夜
誤
○
一
野
馬
蕊
袈
・
型
網
奔
淳
祠

綴
、

軍慨蝸＜
寸 許＝＝

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそｵ歴ｵ骸当欄に

記入すること。

L

整理番号

経費項目
誕麺堕費･研修費･広H癖蹟･鶏財識鱸･会議費･資料侑頬･資糊鴬入費.事務費.事翻漬j人件費

内 容 曼鴦遅酵と層
４
基
０
Ｊ

手
々
、 簿覗格咋)遥調童憲

年月日 令和午-年＜
1 。

-月23日~令和年 月 日 金額 | ､fユ○ 円

目的 ”ウーな3趨搭'座反ズ莚_う筒逗
使途 束免意哩逼_針金
政務活動・

県政との

関連性

巳、マスIL〃うり認
フ
コ
可
、聴欝‘、ワ'l=7ハ

ワデLいも

鴬璽研
‐-し｛う､､づノド

|ﾍ｣諺_生臭・。 裳建量
ﾉ室や り

ラズふか、･か.

嘆分の理由

全て政務活動にかかる

， 領収書金額(a)

/‘f20円

粟分率(b)
／

/〃〃％

趨力1口割瓦冬山鴎、ログ、'Uノ

/("〃円



様式第1－1号

に謹言]‐

使途項目 サーチキー ． ‘

口二口一｢ID 支出証拠 書

（今派楽．琴:呂・年々・ 卜 T,"ｧ､〃,－，向匡ョ｡_ー・

ど冑『1口･垂△…'盃、 ． 『毒凸奉、_， | T…舌I?窪士叫』霜rnYJへ､
緊分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそｵ1死卦1該当欄に

記入すること。

経費項目
〈…費.砺惨費･肱則鉱報費･需調涛活鱸･会議費･資料絹鍛･鰯購入費.事務資.弱弼漬:人#費

内 容 雷|､P- ､ううっl､鼠(蓋{fliL))､一雄やふみ≦＆唾(FTIL雰両）
年月日 令和千一年4月叫伺~令和 年 月 日 金 ・額 goc 円

目的． 1本-･健。｡） 、アブ"シ侭読､R)5c"o､つエア

使途 塁埠￥ 全ジヒ

政務活動・

県政との

関連性

雁
巷購

肌
玉
・
・》

↑
‘
１
、
．
Ｄ
↓
、

旧
（
渓

》
試
誰

、
１
＋
が
）
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叩
、
．
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》
一
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酷
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一
、
｜
盲

ｂ
と
？、

Ｊ
・
↑
、
す

ぐ
Ｉ

竺皇弓霞葎珂と

万､芝一手かLフI壹茎

＜頑

一

〃
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“
』
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、
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・

頃
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．
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一
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@pqrk
アットパーク
清水真砂町

J .令頁ll又言正
精算機#01 A精算No.000285
発券機＃01 発割0.038402
入庫時刻2022年4月24日（日）13921
出庫時刻2022年4月24日（日） 14:12 ．
駐車時間 0:51
駐車料金 A料金 200円
一一完＝三三三一一一一一一一‘ ﾛ . _ .

. ‐ ‐ ｡ ｡ , ､ 坐一一一＝＝ニーニも ■ : : ‐ 1

｜合計
現金領収額

’お預り
お釣り

| またの ご

動品
500円

、

熱み中澤通訓

〃0円
／

/りり％ 3ク〃 円



様式第1－1号

鑿琿番号 －、≧．

支出証拠 書

･ l
洞見 』1

店区担
05 0C
fは匡減税率； 様

白
京新聞雁
古1－1_

0120-10746f

のけ垂ウカ乖寸

唄収害等の金額、按分率及ひ政務活動費の支出謡

記入すること。

経費項目 調却f究費･研1鐙･蝿蒔蹟･霊謝誇麗債･会謡費･資料ｲ愉蹟･厩雨･事務費･事翻漬･人件費

内 容 新聞購読 (静岡綱,鞠日新聞‘農簿ｹ間）
年月 日 令和群y月羅~令和隼 ・ ヨ |金額 io3≧3円

目・的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 <奔喫月購詞斗
グ / ．

関連性

県政等の情報を収集し、議会質問や政策の参考にする。

国 耐 ＝ ､ 1

※朝日新聞
※農業新聞

10%対象 0
既対象 7,023

部藍；祠

内
内

く
く

＝罰尹■■■ 一
Ⅱ

０
３

０
２

４
６

３
Ｊ

４
２

税 0）
税 520) ’

藻分の理由
全て政務活動にかかる

.ものである。

領収書金額(a)

IC.~Sエュ 円3

襄分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)

(ogz3 円



1

様式第1－1号

「…喜一｢ヰｰﾆｰ三三1

支出証拠 書

省百I I▽窒全安百/ﾛ、 躍今塞仰､1 . I T…拝認塞寺山宏百ｲnY,へ、箔）の理由
政務活動と後援会活動

で按分

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調査研究費･研修費･圃鉱報費蕊調誇鹿噴･会議費･資料憾費･資料購入費･墨･藷緬費･人付費

内 容 事務所電話代(NTT千月請求分）

年月 日 令和斗-年乎月2-5~日~令和 年．月 日 金 額 SWz円

目的 政務活動に使用する事務所電言刮も

使途

政務活動．

県政との

関連性．

く領収書貼付枠＞ ‐
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様式第1－1号

整理播号 ｜午へ＝3

支出証拠 書

K画刀ﾕめっ湯甘は、領収書等の金額､按分率及〔脚攻務活動善の弓

経費項目 癖暁費･研修費・広聴嘩蹟･雰調涛瀧債･会議費･資料倫蹟･資龍鵬入費･唾･票緬費･人件費

内 容 インターネット接続料（ ￥月請求分）
ノ

年月 日 ‐遅い淳日;､令和 年 月 ・日 金 額 2,035円

目的 政務活動上の情報収集に使用する。

使途

政務活動。

県政との

関連性

､、E貝札又＝白1ﾖィギジ

’ 4-04-0114-04-0両

’ 4-04-11‘

５
９

１
１

４
４

０
０

４
４

4-04-28 〈日專連静岡） 自払 2，035

里見

. ：:..4.§．

累分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収帯 F"(a)

2,035 円

鶏う率(b)
／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2,035円



！

Webしずおかお支払明細書
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。今回の「お支払明細書」をお送り
いたします。お手もとの、お客様控等とご照合ください。なお、合計額を下記の通り
白動垢替させていただきますのでよろしくお願い申しあげます｡

お支払い口座

金融機関名

支店名

預今種目

口座番号

口座名義 ｜ナカサ猟ワミチノリ

日専連静岡
〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-7-26

TELO54-252-7188FAXO54-252=7210

【お問合せ時間】 10:00～17:00

岬同団匪正…JIE=ImmqW制間『邑面画■

Webしずおか函0120-224-260
〒420-0034静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8TOKAIピル

【お問合せ時間】 10:00～18:00(平日のみ､土.日.祝日休み）

r輌司蘭…疵…歪需壷而－－

日専連静岡ではご利用明細書のご案内方法を「葉書」から「Web」で閲覧できる
サービスへ切替を推進しております。
下記､日専連静岡ﾎｰﾑページからご登録をお願いします｡

https://www.nissenren-shlzuoka,co.jp
※日専連静岡ﾎｰﾑページの「My日専連静岡｣(左上の箇所)をｸﾘｯｸし､必要本項を
誇啓録ください。翌月から蕊書でのご利用明佃書の発送を停止いたします｡葉書が必
要な方は「Web」「紐」ともにご選択ください。

■
ｒ
ｈ
ｄ
Ｉ

I

Iﾛ

お問合せ番号

お支払い日 2022年 4月 28日

今月のお支払い金額 2 0 I 円



様式第1－1号
･ r

支出証拠書

lく領収書鮎

令和4年4月28日発行口座振替払済のお知らせ(電気料金等領収証）
毎度お引立ていただきありがとうございます。

鳫莉~可軍一萌引の電気料金等を､口座振替により領収いたしました。

■振替内容

■領収金額の内訳

苛荒トーー坐 ’

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

…番号 <千一三く卜

経費項目
調査職費･研修費･広聴広報費･蒔轆|誇爾費･会議費･翻斗ｲに成費･資龍鵬入脅･事務費.癖.人件費

内 ・ 容 光熱水費隻誠･討毫伶・ 4月’）
年月 日 令和半年4二月zf)

l l ･ /
日～令和 年 月 日 金 額

iO7/f円

､目的 政務活動事務所で使用する光篶跡費

使途

政務活動．

県政との

関連性

年月

二 4月2 '日

合計領収金額

， 211439円1

消費秒嵩鍔

ﾛ

相当]当額（再掲）

1．947円

.圏諦の表示を希望される場合は
目当家、字-7尋芦謎髭〈洋式い

お客さま番号
司エロ

コャ王 契約
、

おなまえ ’ 容量
種別

ご使用量kWh/tn3
領

消費税号

ヌ金額
円

相当韻(再掲)
円

釜精算額等.円

駕再ｴﾈ発電促適庵詮円
褐
）

初回引落割引額円，銭

燃料務調撃舘国．性 記事

…
ナカザワジムシヨキヨウ

－言IFFE I

， 3，461

ﾛ ﾛ
314

I ■ ､

，3491 1

1 1 1

，－55’00■ ■

‘121168Q ロ

ｆ

一一→一一当

従琴詠JB
－－ 一一一■一一可

ナカザワ ミチノリ 30

A

1150Q I

． 4‘772

433

1 1 1

， ， 1504

，-551001 1

i175!501 1

， 131206

政務活動と後援会活動

で露〉

領収書金額(a)

二|<巳？円

緊分率(b)
1／2

％

ﾕｺﾉJUH率尽へ胃岸､込一" 司一ダ

Io(7I R 円



様式第1－1号

整理番号 i <+-'一些重
’

1

支出証拠書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

蹉串がある場合は、伺副又塞の金謬

記入すること。

経費項目 願亙厩買･研修費･噸広報費･霊淵誇簡鑛･会議･難H賊費･野朧入費･事務費･調翔漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和4年4月1 日~令荊升年千月3｡日 金額 EZ宕○円
や

目的

骸当項目に丸印）

/籔罠菫睾レアIT､/例.帥子亜塑涯舌h・径乖内言闇越狗:会斗到.(彌薙涯計碆織の…）

使途

骸当項目に丸印） ⑳･宿泊費･駐車料

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸"

く
く
く
く

ノ ローーー寸皇1脚｣v〆JLい／、 l詞レトロI〃出v一手不一茎〃哩脹可竺H匡凹u，ノーロ

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認す~る。

）確認した事業の内容令鐸伏況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

）議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
、 八一ｺ言. 1：-垂I冒斗圭亨垂壁I子白日一半芝4-八＝上÷皇＝h 、奎冒ノハ三四古冷一 〆崖士烏量か子＝員

､､Bシ、レーーグ■樟B 己 n . 守"

別紙のとおり

寮分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ji280円

案分率(b)
／

100%

政務活動費支出額(a×b)

42f〃円



『

月 日 内 容 行 程 金額(円）
＜
=AIB 雀員令 g6o

6 雀員食言裳員系良金 66，

7 二諒底(三島瀞市(食､美） ‘'6○

ハ 雀員公 5"o

/左 壱装鑿琿一 66c

ｨ8 こう、、=一L一
66。

，

蓋命運鯵･(甦つい一L－ 66℃

ZZ '1="マI竺っ' ､← "D

合 計 古こ9o
も



個別履歴照会

作成日時: 2022/05/0211:14

■■■ ‐
LuLuC､臥弘R+POIND

2014/03/03

I■■刻印番号

媒体ﾀｲブ

発行日

有効期限

ネガ橘報

一般パス･鉄道共通

大人

￥500

SF券種

SF属性

デポジット

ナカザワ ミチノリ

中津 逓訓

〒424-0828

静岡県静岡市渭水区千歳町

7－18

フリガナ

氏名

郵便番号

住所

性別男性

生年月日1944/09/23 年酩 77才

電話番号 （自宅） O54-352-564ユ

（捜帯）

最#冬残高

(申第） (停止）

定期券種 定期属性 発行日 適用期間

停閨所（発） （雪） 経由 割引 停留所（発） （画） 軽由 割引

停留所（発） (冠) 経由 割引 停留所（発) （暦） 経由 割引

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1/10
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○

○

○

○

2ﾉﾕ0



､様式第1－4号

[＝弓

支出証拠書（自動車燃料代）

I

領収＝の令碧百一按分畢乃7)砥

ること。

＝一万

区・分

年月日

前回給油(領収書貼付分)A

年 月 日

今回(直近”給油B

年， ・ 月 日 ．

総走行踞誰C=B-A

君玉醗
km

･ lrTn
km

ーー一壱曹

経費項目

一事務費

一一

※単価に よそ

※領収書による充当方式
D 、門MJノ "、~1J摺1匹 、…

/グご弓火乙

･･積上げ方式 ：領収書金額（円) ･×君ﾃ職(Rm)/総走行距離（上記C) (km)･充当限度割合による按令ゞ霜Ⅱ▽聿全堂百r画、V去空向日昨杢'i△

君ﾗ"t(km) 積算方法※ 充当額（円） ．
泥3

/bHx ノン6J km/ km ■■

く支払証明＞上記のとおり支払った (充当した）ことを言潮し華議員氏名中澤通訓■

顎分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/ヌ迩喫 円

系万苧(bノ

／

／0’ ％

政務活動費支出額(a×b)

/RJ､j多円



月 日 内 容 金額（円）

冬－8Z|印
_,褒一.除一
寸-.一七掴･?ら角、 ﾉ茶癖 ￥6

3
季
》

一一病
《

垂
．
三

（
へ
一

うこ

私 墾誉
一 。主〃し－

頁蓑莱振力
／／
ノ

つ
／

一J動畔一滝野
参一論 二集 3E、

ア
三一~両i爪1勺

二宗 gP

(D
《
録

一
柔

拾
１
コ

》
一 z-r

I(f-
『Fmi6~(I､一一- 4卜《鳥

一産陽秀でても 吾a、

(6
ｐ
’
八瀞

●一

一
一
吟

脚
去

、
鱒

、
。
’蚕ｌ

垂
舂

一
掴

退
添

一
一末

g音

(り 牢學侭--易鱗一ﾌ鳥豊 フ／

。‐二℃ 翠皐一謝懇天一埠 /ざ言>乙

2イ 鑿巽一急鶏一豊皇 、3 フ

?-3
ユ

≦

＝’一r

庵､窪毒b践ln
ニグ艀‐1、 M1いー一シ

Z5~W,i l /子8

又ｿ
~Fo~TIし､,

J

-Tz(､っラクト

ー 『~

くへ§(_庵、 三ア
I

Zr 皇毒更妄簔襲4－‐ 芋際

、3℃ 蔬臺ｺﾂ爆突飴
一 ■一 写一■

三可！､1 ． 『貝②．
1 ’ 僕6

ゲヘ ＝1
口 旨市 冗三



様式第1－]●号

支出訂拠書

| ｜ ｜ ’饅 m1*|*

坐
べ
一
醗
一
当
今

’ ’ ｒ
ユ
刷
一
煙
，
》
面

些
州
一
，
堅
ｉ
寺
崎

伽
軍
需
箒
侭
妻
架

璽匡|堂|塗

亟唾k、
lv

唾剛’

’
’

’ I ’

荊
叶
磐
臘

妻雲鞘蕪騨澤

窒窒 鑿
母

嘩牽 牽嘩眠
矧

遥穏 旺

望奈唾l喫忘単

一
コ

寺
川甑

頃

蝸詑

箒

隠
禦
制
志
淵

（
麺
農
鵜
時
）

|侭'4,
遥

桓|く口
如
雫 鼬 謹 隠

L "崎間x7/3R=〃《〃z円

吟7門恥

記入すること。

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聰広報費･要調誇鹿晴･会議費･酬侑蹟･資料購入費･事務費･事諏T費･閃雷

内 容 職員給与（ γ月 分）

年月 日 令和洋子月／ 日へ令和Y呼応｡日 金 額 鹿ｱ/／円

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途

政務活動.

県政との

関連性

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

3-と､3zz円

泌率(b)
1/2

％

以4万1口割貢ユト 」額(a×b)

傑之ア/／円
9



様式第1－1号

君 ’

侭室項目 サーチキー ． : . . .

ロロー｢、' 支出証拠
雲
Eヨ

（全派之．拳＝ロ二・々・ ト 、．一，.__,＝､－－ －－ ‐

｜ ・ 領収書金額(a)累分の理由 瑛分率(b) ｜政務活動費支出額(a×b)
／全て政務活動にかかる

57‘〃／β70／／円
L

､

ものである。 円

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及酌攻務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理碆号

経費項目
回….日確費.広職輔費･霊調誇爾驚･会議費･資謝賊費･資*朧入費.事務費.事翻漬.人件費

内 容 'プい､-'全鼎歓ｸｸっ1．.~瀞ﾔ､両玲迩奇

年月・日 令和斗年く刃凌圓へ令和粋斗野日 金 ・額 らう(O//円

目的 原ﾉ､息馬塞窓剖§ズ両於葱翫P前 鬘｢‘､一誼尭
使途

～

安_盈塗､症星a半
』

茎
弱

政務活動・

県政との

関連性

ﾌべ≦グyU､ﾂﾐﾆ壱､、 寺『〔琴芦Fハュッ予些つ‘ ’

k､Db塚誕濡一夫骨汽蓮(弓羨追試急.
冬､p貝川又言目面河可芋

秘

書
鵬
卿

＞ ①
③
（
潔
幽
。
④
⑰
②
河
病
罵
り

謡誹侭､采･区念蔚i考韮>IL

,(ヱン“･索稗sオー塾
IDO

lZ6O
３
３

蹄
壽

・
丁つ

．
↑
う
。

一
一
毒
菓羨

》
，
グ

坪言
一

P

{c

t，

グ＝身員.一ﾗ毒 16、
百一怪奉1管

稔必
ク

ｺね皇奉，

一セ ：
髭｡ｨ笠震3千千zゴコ

海
'!'l|一ンﾗzので赤子【－

に～ 圓建

齢
Lcきて、

ﾌ○し〈_ r)aq

しﾝ”－－つ参』11,二等
今〆やIゴ"缶

26ZO

イ

で七○,．

?壬｜ ､

計 る”//月

、

/OD %



E黒豆言睾莚重言~夛
SF券種 一般バス･鉄道共通 ﾌﾘガﾅ ナカザワ ミチﾉリ 性別男性
SF属性 大人 氏名 中津 i翅1 生年月日1944/09/Z3 年齢 77

電Z舌言号 、 （自宅》 054-352-5641

（携帯）

発行日

有効期限

ﾈガ情報

３０Ｉ３０〃
帥

可
上
正
亭
＆

”
伸

ﾃﾞボジｯﾄ ¥500

(停止）

郵便言号

住所

〒424-08Z8

静岡県靜同市清水区千龍町

7－18

定期券種 定期属性 適用期間

停留所（発）

停留所(発）

発行日
経由

経由

華1
加ノ

ー､
元〃

(雪）

(着）

、
Ｊ
、
Ｊ

君
葱

ｒ
ｔ
〃
１

経由

経由

割引

割引

『
０
１
瀞
凸

一
鍔
隷
一

一
》
一
一

言語召

<＝

Ｎ
ロ
①
⑮
竜

領収書
ワ､クワ年04月25

メーター運賃 ￥

合計 ￥1, 2
現金支払 ￥

車輌番号0050

毎度ご乗車ありがとうごき

新京和タクシ
京都T踊区吉祥院職会町

盆075－671－73

室國 ヨ ーUU山

,260円

60円
ク60円

咄
Ⅲ
ｐ
言

Z 1 1Y」

爵鯉彌謝

隼兵種釆昌25063［籏伝更番号:10

弓nF
1001=

震凝罫機鵠灘蔚弱震凝罫機鵠灘蔚弱 溌識燕処理篭驫 謬1熟溌識燕処理篭驫 謬1熟
国 ず鍔弓晶全

#l悪J雪立
智偲雪

－－

=wR錘醗総
＝鄙〆 ¥壺韓封f宥幸鍼舞舞輝涜鏡 諄饗塞胴鳴議"た｡ .蕊譲 鎌豊津鳶亨.W之演;､｡了蕊

も蕊も蕊

傷惑講田織f班蕊溌嘩譲海驚議記綴
マ

室

露
こ

ぎ
堅

烹
酔
主

珂
二

１
．
二

鋸
彗

糸

菫

自

塾

騨

師
壺
釦

蹄
》
．
、

一
歩
『
ｒ

刀
ｔ

》
譲私

蓉護酔

洵

霧
溌

マ

室

露
こ

ぎ
堅

烹
酔
主

珂
二

１
．
二

鋸
彗

糸

菫

自

塾

騨

師
壺
釦

蹄
》
．
、

一
歩
『
ｒ

刀
ｔ

》
譲私

蓉護酔

洵

霧
溌

軍 蒸霧醗趣蕊遼垂軍蒸霧醗趣蕊遼垂
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ロ■■■ ■■■■■■■ l■■■■ ﾛ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ﾛ■■■■

■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■ ﾛ■■■■■■■■■■■ I■■■
■■■■■■■ I■■■■■■■■ ■ Ⅱ■■ Ⅱ■■■■ ■■■ Ⅱ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ﾛ■■■
■■■■■■■ I■■■■■■■■ ■ Ⅱ■■ Ⅱ■■■■ ■■■■ ■■■■■■

■■■ ■■■■■■



し

蒜
、

↑》〆ししR
■⑮

一

Ⅳ、

．
一
十

腱
め
平

・
一
瓦
可

私も一襲霊f
10，，つ

壺竺狂し＞勾巾一一一一つ

~罰窪司
’3

一
一
Ｊ

一
二
岸
一

一
一
強
一

一
一
〕

一
一
五

一
一
本

一
一
匁

一
一
灘

一
一
シ
一

二
口
’
一

一
－
１
二

一
－
１
一

一
一
グ
ー

を
一
く
一

畳
菫
生

殿
↓
怖
一

一
一
榛
一

一
青
葱
一

二
二
、
一

一
一
霞

一
色
一

一
一
一
一

｝
。
一

一
士
壹

一
腱
一

一
術
一
鵡
一

一
‘
三
一

麦
全
一

ｒ
一
一
一

一
墓
一

言
嵯
一

一
堂
一

－
１
一

一
挺
一

一一・・一一許陳-こニーラーーブ健三際
------------------------------------------~--~~~~.~~~~~~~~~U~)毛茅・--‐

____一ﾕ隆二鴎__=一豆__壷ムー=ZLa_
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､到一雫推久芯千

1 レ
コ
ミ
ら
事
ノ
言
添
、
薫
忌
誕
燕
冊
瞬
Ｊ
寧

醒
雫
郵
零
鑿
薪
懸
頓

識
寒
篭
慨

や
雑
二
弛
池
心
勺
餐
二
拾
〉
今
拙
加
担
哩
二
匪
戸
皿

一
一
一

一
唖

潅
礎
壗
岬
鱈
窪

迄
号
皿
恒
専
や
○
里
幸

塞
躯
笹
輻
塞
缶

柳
害
謡

睾
緬
琴
宰

寓
言
鴎
呈
‐
墨

I

唖
起
塞
電
娼
鴎

雪
{ﾘ堅

卜
Ⅱ
ト
ー
ド
ｌ
ｒ
Ｌ
ｌ
卜

ニーーーーーー一一一一一一

3f4z
琴菫

守異 露
職鶴灘85895"剛剛！8牧(冊
'力､リ 505号静岡今京細他
し卿扱箇所、内容、施等に＃|限があL
A時のカード藍お持ちください。
帥9閲000031010 こ』
10190－10 清）

弓一

砧名菖 （－妃

4月25日 1

騨変更や払艮
幅しの際は關
IS柵REDIT
I22.-4.23

26×18



領収書(RECEIPT)

中澤通訓

０３
６

。
・
７

９
４

１
５

●
。
▲
１
Ⅱ

ｑ
Ｉ
ｌ２５

０
２
０

／
Ｎ

４
。

Ｏ
Ｌ

ｊ
Ｌ

２
１

２
８

様

｜
’
且
一韓

訂R艶

ーご＝二
一

に瞬金
回ｸﾚｼﾞｯﾄ

領収金額(円）
BALANCEDUE

8,730円 □

(利用9.700円内消菱税864円内その他200円）

■
担
当

》
』 宿泊代として

ﾄ記全額に領収致しました｡担当印なきものは無効です｡
ありがとうございました｡またのご利用をお待ち申し上げております｡

ThankyouverymJchforyourpatronage・ MaywehavethepleBsureofservingyQuagain

ホテルセンレン京都東山清水

〒605-0981

京都市東山区本町1丁目45番地
Tel:075-532-5110Fax:075-532-5111
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領収書 No.00026825-01 ,
2022/04/26

L

(内消費税￥943）

として、
但し、

卜記令篭Eに領収いたしました。

グリーンスカイホテル竹原
〒725-0026広島県竹原市中央4丁目2=18号

株式会社SK_MANAGEMENT

TEL:0846-22-1355 FﾑX:0846-22-1366
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守2022年04月27日

車両番号 0207

運賃 ￥780円

合計 ￥780円

日の丸交通株式会社
静岡市清水区横砂西町8番BB号
TEL:054-366-1177

静岡県議会事務局26×18

1

金謹 ¥10,380-
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匿､篭j壱tご利用ありがとうございます．

ゴ箪祭仁。
料金所では一旦停車してください．

領収証

大崎フェリー同盟 納品書(郷書）
2022年04月27日13日54

売上
卜 様M

34072-900000-459

現金フリー
車両番号 実車番
1200-00

ENEOSレギュラ- P-16
6.03L *

（'66円） ￥'辛職）(内ガソリン税53.80円
合言十 ¥1=000

(消翻110％対象 ¥1,000
内消喪税等 ￥91）
お預り ¥1,000
お釣り ￥0
哩造で､悔買LけI1鴫自切胴'ド劃-ﾉ!､ミ急ﾖdて1龍丁 拠一

ネクサスエナジ－㈱
DDセルフ丙＝原SS
広島県三原市皆実4－4－23
TEL:0848-63-3204 SS-034072

ﾚｼｰﾄﾄIo5349-06 テf－ﾀNo32403242

077両＝原SS 2022/04/27

:龍丁目2
6-22－
$ TELOg4F

令頁 LI又害

料金所 河内
TEL O82－437－2254

22年4月26日16時32分

車種普通

通行料金 ￥1 ， 220－

（現金）

一入口料金所一広島

通行料金は消費税率10％対象です．

道路の異状を発見したら【＃9910】へ

西日本高速道路株式会社

大阪府大阪市ﾋ画営 良1－6－20

取扱番号204－01401605－00
1

■I

2022年04月27日 08:26

01-01499159

02003

5m未満往復 街夏
@5,080 .-.~~ 1

¥5,080
01005

白水往復大人 往復
大人
@690 2

¥lj380

言言十 ¥eg4BO

お預かり ￥6,510
お釣り ￥50

1 1

j… ，
レンタカーご利用明細書 （領収書） 2022/04/27

RNO JWY83812

震舎名黙認ｱ鳥シ様 RAKo帰着時精算額 －720 (羅謝獺婁 W;%8)

基本" ｣;:#*"#"" （消費税0％対象 600）蕊 ‘:;8*CD” ‘加, 評ジ,y,､ -72:乗捨
中途

クレNO, 会社
登録番号 山口 300ﾜ2452 車種SAK(SA)アクセラ

隠着予蓄銃辮蛾広島駅新幹線口
合 計 22，380 帰 着 22/0"27 14:06三原駅前
（課税取引額 19;800 内消費税額 1,980) 出発ﾒｰﾀｰ 60,746剛 帰着ﾒｻﾞｰ 60,861M

走行距離 115剛
クレジット 23,100

出発時精算 23,100
F

製輔鶉鑿議篭態誌蘂願い申し上げます。差引精算額 －720

コース 標準コース

ニツ塞縞夕曹蘂箭-ビｽ株式謹者名WO848-6219!9
‐ ‐ 1

..I

※CPWZ20"〃診膝'L73
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イオン浜松市野店
TELO53-468-1600FAXO53-468-1601 え域承褥貞A

（煽増‘芋,，T
午

逵茂ﾙ<‘
ﾚｼ･0412 2022／4/25（月） 11:54
取6546責:太田

春華堂うなぎパイ 7,840※
（2個X単3,920）
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小計
外税8%対象額
外税8X

¥B,467

￥10,067
合計
現金
ID: 0000

お釣り
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お買上商品数:2
※印は軽減税率8%対象商品

■今回衡引AON
ｲｵﾝｰﾄﾞ番号
ﾎﾟｲﾝﾄ対象金額（ :
合 計 84P
(内基本ﾎﾟｲﾝﾄ . 42P)
(内ホ･ｲﾝﾄｱｯﾌﾞ分 42P)

■累計ﾎﾟｲﾝﾄ 1,048P.
(内22割7月末日迄有効. 130P)
*ﾎﾟｲﾝﾄの有効期限にご注意ください
今印はt|ﾚﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制対象商品
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ﾉ聯 阿部卓也灘証拠誉

タ年8月整理番号ろ． ／参照
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＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。
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〒611-0011京都〃

31-774-38&4111 FAX9+9

く

26×18

il蝿、
ANNIVERSARY

KYOTOUNIVERS1TY

霧照

工学博士

中北英一

〒611-0011字治市五ケ庄

電話:(0774)38-4265

FAX:(0774)38-4265

E-mail:nakakita@hmd.dPri.kyoto-u.acjp
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